○○クラブ規約（例）
（名称）
第1条　本クラブは、[　　　　　　　　　　]（以下「本クラブ」という。）と称する。
（所在地）
第2条　本クラブの事務局は、[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]に置く。
（目的）
第3条　本クラブは、地域の子どもたちに対してスポーツ/文化活動の活動機会を提供し、技術の向上とともに、自主性、協調性、および健全な心身の育成を図ることを目的とする。
（活動内容）
第4条　本クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 定期的な練習および指導
(2) 大会、発表会、交流会等への参加
(3) 地域社会との交流活動
(4) その他、本クラブの目的達成に必要な活動
（会員）
第5条　本クラブの会員は、本クラブの目的に賛同し、所定の入会手続きを完了した中学生とする。
（入会）
第6条　本クラブに入会しようとする者は、保護者の同意を得た上で、所定の入会申込書を代表に提出し、承認を得なければならない。
（退会）
第7条　会員が退会しようとするときは、退会届を代表に提出しなければならない。
（役員）
第8条　本クラブに次の役員を置く。
(1) 代表：1名
(2) 副代表：１名
(3) 会計：1名
(4) 監事：1名
（役員の職責）
第9条　代表は、本クラブを代表し、会務を統括する。
副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
会計は、本クラブの会計事務を処理する。
監事は、本クラブの会計および業務執行の状況を監査する。
（役員の任期）
第10条　役員の任期は[　　]年とする。ただし、再任を妨げない。
（指導者）
第11条　本クラブに、会員の指導を行うため指導者を置く。
指導者は、適切な指導資格や経験を有する者の中から、代表が委嘱する。
（総会）
第12条　総会は、年1回開催し、代表が招集する。
総会は、事業計画、予算、決算、役員の選任、規約の変更、その他重要事項を審議し決定する。
総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
（役員会）
第13条　役員会は、代表、副代表、会計をもって構成し、本クラブの日常の運営に関する事項を協議する。
（経費）
第14条　本クラブの経費は、入会金、会費、寄付金、助成金、その他の収入をもって充てる。
（会費）
第15条　入会金は、[　　　　　　]円とする。
会費は、月額[　　　　　　]円（または年額[　　　　　　]円）とする。
遠征費や特別な活動にかかる費用は、別途徴収することができる。
（事業年度）
第16条　本クラブの事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
（安全管理及び保険）
第17条　本クラブは、活動中の安全確保に最大限努めるものとする。
会員および指導者は、スポーツ安全保険等の傷害保険および賠償責任保険に加入しなければならない。
（ハラスメント等の禁止）
第18条　本クラブの指導者および役員は、会員に対する体罰、暴言、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等のあらゆる不適切な行為を行ってはならない。
（規約の変更）
第19条　本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
（設立年月日）
第20条　本規約は、令和〇年〇月〇日から施行する。
